
 

 

 

 

平成２７年４月２３日 

四国地方整備局        

小松島港湾・空港整備事務所 

 

 
総合評価落札方式（港湾土木工事）における 

加算点の誤りについて 
 

 

当事務所では、工事発注に際して、価格以外の要素（技術者評価、企業評価等）

と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式を採用しています。 

 

平成 26 年度に当事務所で発注した以下の工事において、企業評価を行う項目の一

つである作業船評価について、入札参加業者の内、２者に対して誤った評価をして

いたことが判明しました。 

 

 

 

・契約締結日：平成 27 年 3 月 19 日 

・件   名：撫養港海岸桑島瀬戸地区堤防改良工事（その５） 

 

 

 

これを受け、改めて評価を行い正しい評価に修正しましたが、落札者の変更はあ

りませんでした。また、他の工事についても再度チェックしましたが、誤りはあり

ませんでした。 

 

入札・契約手続きについては、常日頃から十分に注意を払いながら業務を行って

いますが、今後はより一層のチェック体制の充実を図り、再発防止に努めます。 

 

 

 

 

［問い合わせ先］ 

 国土交通省 四国地方整備局 小松島港湾・空港整備事務所 

副所長   小松 浩二  TEL：0885-32-3356 

総務課長  國見 聡 
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